
の教室･行事予定 

 毎年 12 月 10 日は、人権の日です。この日は、国連総会

が 1948年に世界人権宣言を採択した日です。世界人権宣言

は、「人種、肌の色、性別、言語、政治上その他の意見、国

民的または社会的出身、財産、門地またはその他の地位又

はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることな

く、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有するこ

とができる。」と宣言しています。 

 20 世紀は、まさに戦争の世紀でした。ニ度にわたる世界

大戦が起こり、兵器の近代化により、多くの人命が失われ

ました。ニ度と繰り返してはならない苦い経験から、人権

問題は国際社会全体にかかわる問題であり、人権を守るこ

とが世界平和の基礎であるという考え方が主流になってき

たのです。そこで、1948年 12月 10日に国連第 3回総会に

おいて、「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の

基準」として、「世界人権宣言」が採択され、すべての人々

と国家にとっての達成すべき共通の基準としたのです。 

世界人権宣言は、基本的人権尊重の原則を定めたもので、

それ自体が法的拘束力を持つものではありません。しかし、

この時代に初めて人権の保障を国際的にうたった画期的な

ものでした。 

 世界人権宣言で規定された権利に法的な拘束力を持たせ

るため、後に「経済的、社会的及び文化的権利に関する国

際規約（A規約）」と「市民的及び政治的権利に関する国際

規約（B規約）」の２つの国際人権規約が採択され、その後

も個別の人権を保障するために様々な条約が採択されてい

ます。 

これらの条約が保障する権利の内容を理解し、広めてい

くことが一人一人の人権を守ることにつながるのです。 

 我が国では、世界人権宣言が採択された翌年の昭和 24年

から毎年 12 月 10 日を最終日とする一週間を「人権週間」

と定めています。 

【日程】１月１０日(火)～２０日(金) 

【場所】大町会館１階廊下 

【提供】南子ども会＆桜会（児童） 
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日  曜 教 室・行 事 等     

4 水 
仕事始め 

フォークダンス（10:00～12:00） 

6 金 
健康体操（13:30～15:３0） 

南子ども会（19:00～20:30）  

9 月 成人の日 

10 火 茶道（13:30～15:30） 

13 金 
健康体操（13:30～15:30） 

南子ども会（19:00～20:30）  

14 土 
人権かるた･お手玉大会（10:00～11:30） 

詩吟（19:00～21:00） 

16 月 
いきいき百歳体操（10:00～11:30） 

健康･太極拳教室（14:00～15:30） 

18 水 
フォークダンス（10:00～12:00） 

健康相談（13:30～15:30） 

20 金 
健康体操（13:30～15:30） 

南子ども会（19:00～20:30）  

23 月 
いきいき百歳体操（10:00～11:30） 

健康･太極拳教室（14:00～15:30） 

24 火 茶道（13:30～15:30） 

27 金 
健康体操（13:30～15:30） 

南子ども会（19:00～20:30）  

28 土 詩吟（19:00～21:00） 

30 月 健康･太極拳教室（14:00～15:30） 
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『 子ども書道展 』 

第 273回 会館ミニ展示会 
ここ大町会館（隣保館）は、人と出会い、交流、

つながる場です。偏見や差別、排除のない多様な生

き方やこれからの社会の在り方を語り合う場です。 

人と人がつながり合う社会に関心がある方、何かを

始めたいと思っている方、お気軽にお立ち寄りくだ

さい。ご心配事、悩み事など各種相談、お申込み･お

問い合わせは、西条市大町会館（☎0897－55－

5393）まで、お気軽にご相談ください。 

西条市人権教育協議会 西条人権擁護課 

～毎月１０日は人権を考える日～ 

『12月 10日は人権の日』 

 新年明けましておめでとうございます。お健やかに新春をお迎えのことと存じます。旧年中は、

大町会館の活動並びに運営につきまして、何かとご支援・ご協力を賜り、誠に有難うございました。 

 今年の干支は『癸卯（みずのとう）』となります。この干支の年は、「これまでの努力が実を結び、

勢いよく成長し飛躍するような年」と言われます。コロナ禍での生活も早４年目を迎えます。新春

とはいえ、世情はさまざまな要因により身体のみならず心の面でも寒さ厳しいものを感じます。 

このような現状だからこそ、みんなで心を合わせ、寄り添い合いながら、今年も『人権文化の花』

を、美しく大きく咲かせられる一年にしていきましよう。 

 本年も地域住民の皆様の福祉の向上や地域に開かれたコミュニティセンターとして、人と人とが

つながり、ふれ合うことを通して愛顔（えがお）あふれる『西条市大町会館』をめざして、会館職

員一同尽力してまいります。どうぞ、今年もよろしくお願い申しあげます。 

 一日も早い新型コロナウイルス感染症の平静並びに世界全体の平和な暮らしの訪れを願うとと

もに、皆様のご健康とご多幸を心からお祈り申しあげます。 

 

            

               

【八堂山（考古歴史館）から西条市を望む】 【市役所本庁舎に掲げられた大看板～ 

「みんなでつくる人権文化のまち西条」】 

２０２３年（令和５年）  癸卯（みずのとう） 新春 

                        大町会館職員一同 

2023 会館マスコット「うさファミリー」 

（クラフトサークルさんより寄贈） 

(左から)うさパパ、うさこ、うさママです。 

       みなさん、よろしくね♪ 

※ 新型コロナウイルス感染症拡大状況により、 

予定が変更または中止になる場合があります。 

【開館時間】９：00 ～ 17：00  

【休 館 日】土曜日 日曜日 

国民の祝日 年末年始（12/29～1/3） 

 ～ みんなで咲かせよう 人権文化の花 
       みんなでつくろう 人権輝く地域 ～ 



 先日１２月１８日（日）午前９時より、なんと３年ぶりとなります『第３１回大町会館

文化祭』を開催しました。当初１０月下旬の開催予定を延期とした「with コロナ」対応・

対策を講じての文化祭となりました。 

 今年こそは、何とか開催したいとの運営協力委員会一同の熱き思いのもと、開催時期や

実施内容の変更など、これまでのような文化祭とはいきませんが、再開＆再会すること、

そしてみんなで集い、ふれあい、『人権』について共有し合うことの意義深さを体感・共感

することができた、本当に待ち遠しかった会館文化祭の実施となりました。 

 文化祭の再開につきましては、これまで本当に多くの皆様にご尽力いただきました。書

面ではありますが、ここに厚くお礼申しあげます。何かと有難うございました。 

 下面は、『再開＆再会♡会館文化祭』催しの様子です。わずかではありますが、どうぞご

覧ください。 

人権ポスター＆人権標語（小･中･高） 

 

 

【日 時】 令和５年 １月 1４日（土）１０:００～１１:３０ 

【場 所】 大町会館 ２階大会議室 

西条南中合唱部の美しい歌声で幕開け 

お忙しい中、玉井市長がご臨席 

くださいました 

子ども会のメンバーが元気に発表してくれました 

人権の詩を朗読 

サークル生による作品展示 

力作がずらりと･・･♡ 

のみの市 いいもの見つかったかな？ 
西条農高生による 

野菜・花・加工品などの販売 

ご参加くださった皆様、ありがとうございました。 

新しい年のはじめに、人権かるた【今回、新バージョンの大町会館オリジナル人権

かるたを作りました♪】やお手玉などの昔の遊びをとおして、参加者のみなさんと

交流を深め、人権について考えるよい機会にしたいと思います。 

 ぜひ、ご参加ください。 


